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国土交通省運輸審議会 

 



は し が き 
 
 
 令和６年７月から同年１２月までの６ヶ月における運輸審議会の業務の概要を明

らかにするため、運輸審議会半年報をここに刊行する。 

 この半年報は、運輸審議会一般規則（昭和２７年運輸省令第８号）第７条の規定に

基づく業務報告書として作成したもので、同期間における運輸審議会の活動概要、事

案等の処理状況、当審議会の委員の構成等を集録している。 
 この半年報が運輸に関する諸問題の理解の参考になれば幸いである。 
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Ⅰ 今期の活動概要 

 
■ 概 況 

  今期は、審議案件が５０件あり、答申を 

５０件（鉄・軌道３件、航空４７件）行っ

た。 

 また、他にも諮問を受けた案件が２件

（鉄・軌道２件）あり、審議を継続してい

る。 

 

１ 審議案件 

○ 鉄・軌道 

 ５月２０日に諮問された西日本旅客鉄

道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限

変更の認可申請について、同月２１日・２

８日、６月１１日・１８日に審議のうえ、

７月３日に現地調査を実施し、同月４日に

申請者に対して意見聴取を実施した。更に

７月１１日・１６日・２３日に審議のうえ、

同月２５日に申請どおり認可することが

適当である旨答申した。 

 ７月４日に諮問された北海道旅客鉄道

株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変

更の認可申請について、７月９日・１８日・

３０日、８月２２日に審議のうえ、９月２

日に現地調査を実施し、同月３日に北海道

において運輸審議会主宰の公聴会を実施

した。更に９月５日・１２日・１７日・２

４日、１０月１日に審議のうえ、同月３日

に申請どおり認可することが適当である

旨答申した。 

７月３１日に諮問された九州旅客鉄道

株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料

金の上限変更の認可申請について、８月１

日・２９日、９月２６日に審議のうえ、１

０月１０日に現地調査を実施し、同月１１

日に福岡県において運輸審議会主宰の公

聴会を実施した。更に１０月１５日・１７

日・２４日に審議のうえ、同月３１日に申

請どおり認可することが適当である旨答

申した。 

１２月１１日に諮問された京阪電気鉄

道株式会社からの鉄道及び軌道の旅客運

賃の上限変更認可申請について、同月１２

日・１９日に審議を行い、その後も審議を

継続している。 

  １２月１６日に諮問された東日本旅客

鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上

限変更の認可申請について、同月１７日に

審議を行い、その後も審議を継続している。 

 

○ 航空 
 １１月１日に諮問された全日本空輸株

式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本

航空株式会社、日本トランスオーシャン航

空株式会社、株式会社ジェイエア、日本エ

アコミューター株式会社、スカイマーク株

式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、株式会社ソ

ラシドエア、株式会社スターフライヤー、

Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社、

ジェットスター・ジャパン株式会社、スプ

リング・ジャパン株式会社、アイベックス

エアラインズ株式会社、株式会社フジドリ

ームエアラインズ、オリエンタルエアブリ

ッジ株式会社及び天草エアライン株式会

社からの混雑空港運航許可申請について、

同月５日・１４日・１９日・２６日・２８
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日に審議のうえ、１２月３日に許可するこ

とが適当である旨答申した。 
 
２ その他案件 

○ 過去の答申に基づくフォローアップ 

 １１月１２日に鉄道局から東日本旅客鉄

道株式会社のオフピーク定期券導入後の状

況に係る検証結果及び対応状況について説

明を聴取した（鉄道の旅客運賃の上限変更の

認可申請について（令和４年１２月１５日答

申）のフォローアップ） 

 

○ 報告聴取 

３件の案件について報告を聴取した。 

 

 

西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の

上限変更の認可申請事案に関する現地調査 

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の

上限変更の認可申請事案に関する現地調査 

九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 
上限変更の認可申請事案に関する現地調査 
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Ⅱ 運輸審議会審議事案等の処理状況 

令和 6 年 7 月 1 日から  
令和 6 年 12 月 31 日まで  

１ 事案処理状況  

 
区  分 

鉄
・
軌
道 

自

動

車 

航

空 

港

湾 
海

運 

運
輸
安
全 

そ

の

他 

計 

答 申 事 案 件 数 3 0 47 0 0 0 0 50 

 

うち公聴会を開催 2 0 0 0 0 0 0 2 

うち意見聴取を実施 1 0 0 0 0 0 0 1 

うち現地調査を実施 3 0 0 0 0 0 0 3 

３ 項 認 定 事 案 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 

事 後 通 知 事 案 件 数 0 0 0 0 0 0 0 0 

（注）本表における「答申事案件数」及び「３項認定事案件数」については、それぞれ答申を

行った日及び３項認定を行った日を基準としている。 
 

２ その他の状況 

 

区  分 
鉄
・
軌
道 

自

動

車 

航

空 

港

湾 

海

運 

運
輸
安
全 

そ

の

他 

計 

過 去 の 答 申 に 基 づ く  
フ ォ ロ ー ア ッ プ 件 数  

1 0 0 0 0 0 0 1 

報 告 聴 取 件 数 2 0 1 0 0 0 0 3 
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Ⅲ 答申書 
 
鉄・軌道 

○国土交通省告示第 1086 号（令和 6 年 8 月 13 日） 

 
 
 
 
 

国 運 審 第 １ ８ 号 

令和６年７月２５日 

 

  

  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 

 

 

             運輸審議会会長  堀川 義弘  

 

 

答    申    書 

 

西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 

上限変更の認可申請について 

 

 

令６第３００１号 

 

 

令和６年５月２０日付け国鉄事第１２０号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 

  

- 5 -



 
 

主    文 

 

西日本旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、

期限に係る条件を付した上で、別紙に掲げる額を上限として認可することが適当

である。 

 

理    由 

 

１．申請者は、昭和６２年の国鉄の分割民営化に伴い、北陸、近畿、九州北部の府

１６県にわたる輸送サービスを担う鉄道事業者として発足し、新幹線、在来線特

急を中心とする都市間輸送及び京阪神や広島、岡山等の地方中核都市を中心と

する地域での都市圏輸送等を行っている。このうち、京阪神圏では、会社発足後、

新線・新駅の開業、線路の複線化、新型車両導入に加え、新快速・快速の増発、

運転区間拡大、両数拡大等、様々な輸送改善を実施してきた結果、近畿圏の令和

元年度の輸送人キロは、発足当時に比べ約１．４７倍に増加している。                             

一方、申請者の営業エリアには、昭和６１年９月より基本運賃の「幹線」、ロ

ーカル線に適用される割増の「地方交通線」、都市部に適用される割安な「電車

特定区間」、「大阪環状線」の４つの運賃体系があるが、京阪神圏においては都

市圏域が拡大し、生活圏が国鉄時代よりも大きく広がっている。その結果、申請

者によれば、従前から変わらない運賃体系は、現在の利用状況には合致しないも

のとなっている。  

このため、申請者は、現行の電車特定区間の範囲を、利用実態にあっ た都市

圏域に拡大し、大阪環状線等の範囲を含めて、運賃水準を統合、平準化を図るこ

ととし、併せてバリアフリー設備の整備等を一層推進すべく、本申請に及んだも

のである。 

 

２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっ

ては、鉄道事業法（以下「法」という。）第１６条第２項に基づき、当該旅客運

賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤

を加えたものを超えないものであることを確認の上、法第１６条第１項の認可

をするものとされている。 

  また、法第１６条第２項の運用方針として、「運賃収入の増加を目的としない

運賃の上限の変更に関する処理方針について」（令和４年９月１４日付鉄道局鉄

道事業課長通達。以下「処理方針」という。）が発出されている。本処理方針に

おいては、運賃収入を増加させない範囲で旅客需要を変動させることなどを目

的とする場合には、運賃収入が増加しないことをもって、総括原価を超えないも

のとみなすとともに、運賃収入が増加しないことを適切な方法で比較及び検証

すること等により、法第１６条第２項の要件を充たすとみなすこととされてい
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るほか、利用者利益の保護の観点にも十分配慮することとされている。 

 

３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から

聴取した説明等に基づいて検討を行った。また、申請内容に関し、申請者から意

見聴取を行った。その結果は次のとおりである。なお、本件については公聴会の

開催の申出がなかったことから、公聴会は開催していない。 

まず、申請者が電車特定区間の見直しが必要と考えるに至った現在の輸送サー

ビスの内容や利用状況に加え、バリアフリー設備の整備状況及び今後の計画につ

いて確認した。それによれば、申請者は本改定により、バリアフリー設備の整備

を加速化し、安全・安定輸送、利便性向上につなげていく計画であることを確認

した。また、本事案が利用実態を踏まえて運賃の平準化を図るものであり、利用

者利益の保護の観点にも配慮されていることを確認した。 

加えて、処理方針に基づき、平年度（原価計算期間）である令和７年度から令

和９年度までの３年間の運輸収入について増加させないことを前提に、収入推計

については、運賃区分・券種ごとに直近のキロ別輸送人員の実績データ等を基に

適切に算定していることを確認した。この結果、新しい電車特定区間において、

改定後の運賃に基づき算出した運輸収入が、５，９０２億円と見込まれるのに対

し、現行の大阪環状線等、電車特定区間及び幹線の運賃に基づき算出した運輸収

入は５，９０２億円と見込まれるため、申請者の運賃収入額は増加しないとして

いることを確認した。 

さらに、処理方針を踏まえ、実施期間を３年、うち１年を効果検証期間とし、

実施期間終了後に仮に増収となっていた場合は、増収分について、申請者が所管

局と協議の上、利用者への還元を行うこと等についても確認した。 

 

４．これらを踏まえれば、本申請は２．に記載した認可基準に適合するものと認め

られる。 

したがって、法第１６条第１項に基づき、国土交通大臣が本件を認可すること

は適当であると認める。 

ただし、上記３．に記載の収入見込については、一定の条件を置いて算出して

いるため、想定された収入と実績が大きく乖離する可能性がある。このため、国

土交通大臣は、当該認可にあたっては、期限に係る条件を付すことが適当である。 
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要望事項 

 

主文及び理由４．に記載した条件の設定にあたっては、国土交通大臣は、法第

５４条第１項及び第２項並びに処理方針の規定も踏まえ、適切なものとなるよう

検討されたい。 

また、今回の運賃改定にあたって、利用区間によって、値上げになる場合と値

下げになる場合があるため、混乱が生じないよう、利用者に対する改定内容に関

する積極的な周知を行うこと、及び本改定後の増収の有無に係る検証を適切に実

施することについて、西日本旅客鉄道株式会社に指導・助言されたい。 

 加えて、上記検証結果及び当該検証結果を踏まえた同社及び国土交通省の対応

について、当審議会に適切に報告されたい。その際、国土交通省において、今後

運賃・料金制度の見直しが行われた場合には、それを反映して対応されたい。 
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別紙 

すべての運賃に消費税及び地方消費税（10％）を含んだ以下の額を上限額とする。 

１ 鉄道の普通旅客運賃 

（1）普通旅客運賃 

   普通旅客運賃は、日本国有鉄道改革法等施行法第７条の定めに基づき運輸大臣に

届け出た賃率、計算方法による額に 1.1 を乗じ、10 円未満の端数を四捨五入し 10 円

単位とした額とする。 

ただし、（2）及び（3）のとおり変更する。 

 

（2）普通旅客運賃の賃率 

①電車特定区間のみを乗車する場合 

現行の賃率を次のとおり変更する。 

 

地帯 営業キロ 賃率 

第１地帯 300km までの部分 １km につき 

15 円 50 銭 

第２地帯 300km を超える部分 １km につき 

12 円 30 銭 

 

②大阪環状線等のみを乗車する場合 

現行の賃率を廃止する。 

 

（3）10km までの普通旅客運賃 

（2）①にかかわらず、電車特定区間のみを乗車する場合の 10km までの普通旅

客運賃は次のとおり変更する。 

 

１km から 

３km まで 

４km から 

６km まで 

７km から 

10 km まで 

140 円 170 円 190 円 

 

２ 鉄道の定期旅客運賃 

（1）通勤定期旅客運賃 

 ①電車特定区間のみを乗車する場合 

現行の運賃を次のとおり変更する。 
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（km、円） 

営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 

1 4,010 11,450 19,270 

2 4,010 11,450 19,270 

3 4,010 11,450 19,270 

4 5,020 14,290 24,070 

5 5,020 14,290 24,070 

6 5,020 14,290 24,070 

7 5,350 15,240 25,670 

8 5,350 15,240 25,670 

9 5,350 15,240 25,670 

10 5,350 15,240 25,670 

11 6,690 19,040 32,090 

12 6,690 19,040 32,090 

13 6,690 19,040 32,090 

14 6,690 19,040 32,090 

15 6,690 19,040 32,090 

16 9,360 26,680 44,940 

17 9,360 26,680 44,940 

18 9,360 26,680 44,940 

19 9,360 26,680 44,940 

20 9,360 26,680 44,940 

21 12,030 34,300 57,780 

22 12,030 34,300 57,780 

23 12,030 34,300 57,780 

24 12,030 34,300 57,780 

25 12,030 34,300 57,780 

26 14,110 40,230 69,010 

27 14,380 40,980 69,010 

28 14,380 40,980 69,010 

29 14,380 40,980 69,010 

30 14,380 40,980 69,010 

31 16,350 46,640 81,830 

32 16,800 47,890 81,830 

33 17,060 48,590 81,830 

34 17,060 48,590 81,830 

35 17,060 48,590 81,830 
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36 18,500 52,730 94,670 

37 18,930 53,960 94,670 

38 19,310 55,020 94,670 

39 19,640 56,010 94,670 

40 19,710 56,210 94,670 

41 20,540 58,570 105,900 

42 20,850 59,460 105,900 

43 21,170 60,320 105,900 

44 21,610 61,600 105,900 

45 21,920 62,490 105,900 

46 21,980 62,700 118,740 

47 22,290 63,520 118,740 

48 22,640 64,520 118,740 

49 22,920 65,330 118,740 

50 23,240 66,190 118,740 

51 23,730 67,610 128,110 

52 24,170 68,930 130,580 

53 24,560 70,000 132,620 

54 25,080 71,450 136,390 

55 25,490 72,590 136,390 

56 25,930 73,890 136,390 

57 26,310 74,990 136,390 

58 26,810 76,440 136,390 

59 27,210 77,560 136,390 

60 27,650 78,810 136,390 

61 28,020 79,900 151,410 

62 28,450 81,040 153,560 

63 28,910 82,390 156,080 

64 29,320 83,530 158,250 

65 29,840 85,060 160,460 

66 30,230 86,200 160,460 

67 30,650 87,340 160,460 

68 31,120 88,680 160,460 

69 31,590 90,010 160,460 

70 32,050 91,340 160,460 

71 32,310 92,090 174,500 

72 32,850 93,650 177,470 
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73 33,240 94,740 179,490 

74 33,720 96,070 182,030 

75 34,080 97,110 184,530 

76 34,610 98,680 184,530 

77 35,010 99,790 184,530 

78 35,470 101,080 184,530 

79 35,920 102,400 184,530 

80 36,380 103,690 184,530 

81 37,030 105,520 199,960 

82 37,460 106,770 202,310 

83 37,900 108,020 204,650 

84 38,340 109,270 207,060 

85 38,870 110,740 210,200 

86 39,300 112,000 210,200 

87 39,730 113,250 210,200 

88 40,170 114,480 210,200 

89 40,600 115,750 210,200 

90 41,040 116,970 210,200 

91 41,380 117,990 223,540 

92 41,890 119,370 226,190 

93 42,270 120,460 228,240 

94 42,770 121,890 230,960 

95 43,130 122,980 234,270 

96 43,620 124,370 234,270 

97 44,130 125,770 234,270 

98 44,520 126,890 234,270 

99 45,000 128,240 234,270 

100 45,480 129,640 234,270 

 

 

 ②大阪環状線等のみを乗車する場合 

現行の運賃を廃止する。 
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（2）通学定期旅客運賃 

 ①電車特定区間のみを乗車する場合 

現行の運賃を次のとおり変更する。 

 

（km、円） 

営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 

1 2,330 6,680 12,640 

2 2,330 6,680 12,640 

3 2,330 6,680 12,640 

4 2,750 7,840 14,870 

5 2,980 8,510 16,130 

6 3,240 9,230 17,440 

7 3,710 10,550 19,990 

8 4,070 11,630 22,030 

9 4,350 12,350 23,410 

10 4,470 12,730 24,130 

11 5,430 15,460 29,270 

12 5,540 15,790 29,920 

13 5,650 16,130 30,570 

14 5,800 16,560 31,340 

15 5,800 16,560 31,340 

16 7,130 20,320 38,510 

17 7,290 20,770 39,370 

18 7,290 20,770 39,370 

19 7,420 21,160 40,080 

20 7,560 21,550 40,800 

21 7,710 21,940 41,590 

22 7,820 22,300 42,250 

23 7,820 22,300 42,250 

24 7,910 22,600 42,790 

25 7,930 22,660 42,920 

26 7,990 22,770 43,130 

27 7,990 22,770 43,130 

28 8,120 23,110 43,820 

29 8,120 23,110 43,820 

30 8,260 23,520 44,590 

31 8,380 23,860 45,200 
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32 8,380 23,860 45,200 

33 8,450 24,080 45,630 

34 8,500 24,220 45,920 

35 8,720 24,880 47,130 

36 8,790 25,020 47,430 

37 8,820 25,130 47,590 

38 9,050 25,830 48,940 

39 9,110 25,960 49,150 

40 9,360 26,680 50,550 

41 9,590 27,350 51,830 

42 9,790 27,890 52,840 

43 10,060 28,670 54,350 

44 10,180 29,050 55,060 

45 10,470 29,850 56,570 

46 10,620 30,230 57,290 

47 10,710 30,520 57,840 

48 11,020 31,360 59,460 

49 11,210 31,970 60,600 

50 11,530 32,830 62,240 

51 11,720 33,390 63,250 

52 12,000 34,200 64,790 

53 12,190 34,710 65,770 

54 12,350 35,220 66,750 

55 12,650 36,050 68,310 

56 12,890 36,720 69,560 

57 13,000 37,080 70,220 

58 13,300 37,900 71,790 

59 13,510 38,550 73,060 

60 13,770 39,220 74,300 

61 13,840 39,450 74,730 

62 14,110 40,230 76,240 

63 14,390 41,010 77,680 

64 14,590 41,610 78,810 

65 14,830 42,250 80,030 

66 15,090 43,000 81,470 

67 15,230 43,420 82,260 

68 15,640 44,590 84,480 
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69 15,710 44,820 84,910 

70 16,000 45,590 86,340 

71 16,200 46,150 87,430 

72 16,420 46,840 88,750 

73 16,760 47,780 90,500 

74 16,920 48,230 91,350 

75 17,080 48,650 92,170 

76 17,320 49,360 93,520 

77 17,540 50,030 94,770 

78 17,860 50,900 96,470 

79 17,940 51,180 96,940 

80 18,260 52,050 98,640 

81 18,600 53,040 100,490 

82 18,800 53,550 101,450 

83 19,040 54,300 102,900 

84 19,260 54,840 103,930 

85 19,520 55,620 105,370 

86 19,680 56,120 106,320 

87 19,970 56,880 107,760 

88 20,190 57,580 109,110 

89 20,280 57,810 109,530 

90 20,580 58,680 111,210 

91 20,800 59,290 112,340 

92 21,110 60,150 113,980 

93 21,300 60,770 115,130 

94 21,410 61,040 115,650 

95 21,710 61,900 117,300 

96 21,900 62,440 118,310 

97 22,130 63,050 119,440 

98 22,410 63,910 121,060 

99 22,520 64,180 121,600 

100 22,720 64,750 122,680 

 

②大阪環状線等のみを乗車する場合 

現行の運賃を廃止する。 
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３ 電車特定区間の範囲 

現行の範囲を次のとおり変更する。 

 

営業線 区間 

大阪環状線 天王寺から野田及び大正を経由して新今

宮まで 

おおさか東線 新大阪から久宝寺まで 

片町線 松井山手から京橋まで 

関西線 奈良からＪＲ難波まで 

関西空港線 日根野から関西空港まで 

湖西線 堅田から山科まで 

桜島線 西九条から桜島まで 

山陰線 京都から亀岡まで 

山陽線 神戸から網干まで 

ＪＲ東西線 京橋から尼崎まで 

東海道線 野洲から神戸まで 

奈良線 城陽から京都まで 

阪和線 天王寺から和歌山まで及び鳳から分岐し

て東羽衣まで 

福知山線 尼崎から新三田まで 

 

４ 大阪環状線等の範囲 

  現行の範囲を廃止する。 
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○国土交通省告示第 1224 号（令和 6 年 10 月 22 日） 

 
 

国 運 審 第 ２ ５ 号 

 令和６年１０月３日 

 

  

  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 

 

 

             運輸審議会会長  堀川 義弘  

 

 

答    申    書 

 

北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の 

上限変更の認可申請について 

 

 

令６第３００２号 

 

 

令和６年７月４日付け国鉄事第２２５号をもって諮問された上記の事案につい

ては、令和６年９月３日北海道において公聴会を開催し、審議した結果、次のと

おり答申する。 
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主    文 

 

北海道旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客運賃の変更については、

別紙に掲げる額を上限として認可することが適当である。 

 

理    由 

 

１．申請者は、昭和６２年の設立以来、道内の基幹的輸送機関として輸送サービス

を提供してきたが、道内の人口減少等による鉄道運輸収入の減少及び経済情勢

の変化による経営安定基金の運用益の減少等により経営環境は厳しいものとな

った。このため、コスト削減の強化等に取り組むことになったが、収支均衡を図

るため、安全確保のために必要な費用を削減したこともあり、平成２３年５月の

石勝線脱線火災事故をはじめ、一連の事故等を生じさせる事態に至り、国土交通

大臣から「輸送の安全に関する事業改善命令及び事業の適切かつ健全な運営に

関する監督命令」（平成２６年１月２４日）を受けた。これを踏まえ、安全の基

準を厳守するとともに、そのために必要な投資と修繕を行うこととしたが、結果

的に更なる赤字を招くこととなった。 

このような厳しい経営環境が続く中、申請者は、国土交通省から経営改善に向

けた取組を着実に進めることを目的とした「事業の適切かつ健全な運営に関する

監督命令」（平成３０年７月２７日）を受け、「ＪＲ北海道グループ長期経営ビジ

ョン未来２０３１」（以下「長期経営ビジョン」という。）、「ＪＲ北海道グループ

中期経営計画２０２３」（以下「中期経営計画２０２３」という。）及び「２０１

９年度事業計画」を策定、これに基づき令和元年１０月１日に消費税引き上げ相

当分を含む運賃改定を実施した。 

しかしながら、その後、新型コロナウイルス感染症拡大やそれに伴う行動変

容、燃料費等の高騰等の影響によって、経営環境はさらに厳しくなったことか

ら、中期経営計画２０２３に掲げていた収支改善の目標を達成することは困難

な状況となり、申請者は令和６年３月１５日に改めて国土交通大臣から「事業

の適切かつ健全な運営に関する監督命令」（以下「令和６年の監督命令」とい

う。）を受けた。 

申請者は、令和６年の監督命令を受け、自社単体での黒字化を目標とする

「ＪＲ北海道グループ中期経営計画２０２６」（以下「中期経営計画２０２

６」という。）を策定し、国からの経営自立に向けた支援も活用しながら、収

益の増加とコスト削減等の最大限の自助努力を行うとともに、地域と一体にな

った利用促進施策に取り組んでいく考えであるが、現在の運賃・料金水準では

輸送サービスの維持・改善が厳しい状況との認識である。さらに、申請者によ

れば、昨今の若年退職者数の増加と人材確保競争の激化により、鉄道輸送に関

わる労働力の確保についても厳しい状況となっている。 
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このため、令和元年の運賃改定に続き、申請者は、徹底した経費削減など自社

の最大限の経営努力を前提として、関係者からの支援とともに、費用の一部につ

いて利用者に負担を求める必要があるとして、普通旅客運賃は、平均で６．６％、

定期旅客運賃は、普通旅客運賃の改定相当を反映させた上で割引率を見直し、平

均で１８．９％、旅客運輸収入全体で７．６％の上限変更認可申請に及んだもの

である。 

 

２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃の上限の変更の認可にあたっ

ては、鉄道事業法（以下「法」という。）第１６条第２項に基づき、当該旅客運

賃の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤

を加えたものを超えないものであることを確認の上、法第１６条第１項の認可

をするものとされている。 

 

３．当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し、申請者の陳述及び一般

公述人の公述を聴取したほか、現地視察、当審議会に提出された資料、所管局か

ら聴取した説明等に基づいて検討を行った。 

旅客運賃の上限を主文のとおり設定した場合、平年度（原価計算期間）である

令和７年度から令和９年度までの３年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原

価（能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの）は、４６

９，０３７百万円、総収入は３８２，５５８百万円と推定されることから、差引

き８６，４７９百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 

 

４．以上のように、本件申請に係る旅客運賃の上限による総収入が、能率的な経営

の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるので、

本件申請は上記２．の認可基準に適合するものとして、法第１６条第１項に基づ

き、国土交通大臣が本件申請を認可することは適当であると認める。 
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要望事項 

 

１．当審議会においては、北海道旅客鉄道株式会社から今般申請のあった鉄道の旅

客運賃の上限変更（運賃改定）について、上記理由２．の認可基準に適合するこ

とを確認し、主文のとおり認可することが適当であると判断した。 

一方で、今般の運賃改定は、同社がその経営自立に向け最大限の経営努力を行

うことを前提として実施されるものであることに鑑み、当審議会では、令和元年

の運賃改定の答申にあたり要望した事項をはじめとした同社の経営自立に向け

た取組状況を確認した。その結果、同社によるなお一層の取組のほか、国をはじ

めとした関係者の更なる支援・協力が必要との認識に至った。 

ついては、国土交通大臣は、令和６年の監督命令等に基づき、同社の経営自立

の達成に向け、中期経営計画２０２６、長期経営ビジョン等に基づく同社の取組

を検証し、その確実な実施のために、以下の取組をはじめとした必要な指導、助

言、支援等を行っていただきたい。 
（１）「日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する

法律」（令和３年法律第１７号）に基づき、貨物列車の運行に必要な設備投資

等への助成金の交付、省力化・省人化に資する設備投資のための出資等、同社

の経営基盤の強化を図るために必要な支援を実施すること。 
（２）青函共用走行区間の時間帯区分方式による新幹線の最大限の高速化を実現

するための方策について、北海道と本州の間の物流の確保にも十分配慮した上

で、必要な検討を進めること。 
（３）同社の下記事項の取組について、その確実な実施のために必要な指導・助言

を行うこと。 
・輸送の安全確保が第一であることを認識し、そのための設備投資や修繕費

を確保すること。 

・同社が抱える様々な課題について、関係者との調整を可能な限り迅速に進

めること。特に、同社単独では維持することが困難な線区について、事業

の抜本的な改善方策のとりまとめに向けて地元自治体も含めた関係者との

調整を迅速に進めること。 

・今般の運賃改定が、前回の運賃改定から５年で実施されることを踏まえ、

定期外、定期それぞれの改定率、割引率の変更等について利用者の理解を

得られるよう、引き続き、その必要性等を丁寧に説明すること。また、運

賃改定の効果を利用者に実感してもらえるよう、具体的なサービス向上の

取組を実施するとともに、その内容について、利用者に丁寧に説明するこ

と。 

 

２．同社の鉄道事業における需要見通しは、コロナ禍による行動変容の影響を考

慮したものだが、今後のテレワークの実施状況や新千歳空港等の利用者数の動
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向等により、想定された需要と実績が乖離する可能性があることから、法第５

４条各項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検討されたい。 
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別紙  
すべての運賃に消費税及び地方消費税（１０％）を含んだ以下の額を上限額とする。 

 

１．北海道旅客鉄道株式会社線内のみを利用する場合の鉄道の普通旅客運賃 

（１）鉄道の普通旅客運賃の計算方法及び端数計算 

鉄道事業法第１６条第１項の定めに基づき、令和元年９月５日（国鉄事第１１ 

５号）で国土交通大臣の認可を受けた賃率、計算方法及び端数計算による額に、１．

１０を乗じ１０円未満の額を四捨五入し１０円単位とした額とする。 

ただし、賃率等のうち一部を（２）～（４）のとおり変更する。 

（２）幹線のみを乗車する場合の普通旅客運賃の賃率等 

①賃率 

     営業キロ１キロメートルごとの現行の賃率２００キロメートルまでの部分１９

円７０銭を２１円１６銭に、２００キロメートルを超え３００キロメートルまで

の部分１６円２０銭を１６円３６銭に、３００キロメートルを超え６００キロメ

ートルまでの部分１２円８５銭を１２円８３銭に変更する。 

②営業キロ１００キロメートルまでの普通旅客運賃 

       前①にかかわらず、営業キロが１００キロメートルまでの普通旅客運賃は現行

の運賃を次のとおり変更する。   

営業キロ 運賃 

１－３ 210 円 

４－６ 270 円 

７－10 310 円 

11－15 360 円 

16－20 470 円 

21－25 580 円 

26－30 680 円 

31－35 800 円 

36－40 920 円 

41－45 1,040 円 

46－50 1,210 円 

51－60 1,380 円 

61－70 1,590 円 

71－80 1,800 円 

81－90 2,020 円 

91－100 2,240 円 
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（３）地方交通線のみを乗車する場合の普通旅客運賃の賃率等 

①賃率 

       営業キロ１キロメートルごとの現行の賃率１８２キロメートルまでの部分２１

円６０銭を２３円１１銭に、１８２キロメートルを超え２７３キロメートルまで

の部分１７円８０銭を１８円３５銭に、２７３キロメートルを超え５４６キロメ

ートルまでの部分１４円１０銭を１４円２銭に、５４６キロメートルを超える部

分７円７０銭を７円７２銭に変更する。 

②営業キロ１００キロメートルまでの普通旅客運賃 

        前①にかかわらず、営業キロが１００キロメートルまでの普通旅客運賃は現行

の運賃を次のとおり変更する。 

営業キロ 運賃 

１－３ 210 円 

４－６ 270 円 

７－10 320 円 

11－15 360 円 

16－20 470 円 

21－23 580 円 

24－28 680 円 

29－32 800 円 

33－37 920 円 

38－41 1,040 円 

42－46 1,210 円 

47－55 1,380 円 

56－64 1,590 円 

65－73 1,800 円 

74－82 2,020 円 

83－91 2,240 円 

92－100 2,480 円 

 

（４）幹線と地方交通線を連続して乗車し、その営業キロが１０キロメートルまでの場

合 

       現行の運賃を次のとおり変更する。 

営業キロ 運賃 

１－３ 210 円 

４－６ 270 円 

７－10 320 円 
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２．鉄道の定期旅客運賃 

（１）通勤定期旅客運賃 

  現行の運賃を次のとおり変更する。 

                                    （円） 

営業 幹線のみを乗車する場合 地方交通線のみを乗車する場合 

キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 １箇月 ３箇月 ６箇月 

１ 7,690 22,000 39,460 7,690 22,000 39,460 

２ 7,690 22,000 39,460 7,690 22,000 39,460 

３ 7,690 22,000 39,460 7,690 22,000 39,460 

４ 9,490 27,220 48,990 9,950 28,530 51,220 

５ 9,490 27,220 48,990 9,950 28,530 51,220 

６ 9,490 27,220 48,990 9,950 28,530 51,220 

７ 10,950 31,420 56,460 11,370 32,540 58,520 

８ 10,950 31,420 56,460 11,370 32,540 58,520 

９ 10,950 31,420 56,460 11,370 32,540 58,520 

10 10,950 31,420 56,460 11,370 32,540 58,520 

11 12,920 37,000 66,490 12,920 37,000 66,490 

12 12,920 37,000 66,490 12,920 37,000 66,490 

13 12,920 37,000 66,490 12,920 37,000 66,490 

14 12,920 37,000 66,490 13,670 39,200 70,240 

15 12,920 37,000 66,490 13,670 39,200 70,240 

16 16,750 47,960 86,290 16,750 47,960 86,290 

17 16,750 47,960 86,290 16,750 47,960 86,290 

18 16,750 47,960 86,290 16,750 47,960 86,290 

19 16,750 47,960 86,290 17,460 50,000 89,850 

20 16,750 47,960 86,290 17,460 50,000 89,850 

21 20,980 60,140 108,160 20,980 60,140 108,160 

22 20,980 60,140 108,160 20,980 60,140 108,160 

23 20,980 60,140 108,160 21,680 62,120 111,710 

24 20,980 60,140 108,160 24,690 70,630 128,030 

25 20,980 60,140 108,160 24,690 70,630 128,030 

26 24,270 69,650 128,030 24,690 70,630 128,030 

27 24,690 70,630 128,030 24,690 70,630 128,030 

28 24,690 70,630 128,030 25,090 71,980 129,260 

29 24,690 70,630 128,030 28,320 81,080 147,460 

30 24,690 70,630 128,030 28,660 82,080 147,460 

31 27,700 79,350 147,460 28,660 82,080 147,460 
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32 28,320 81,080 147,460 29,280 83,810 150,910 

33 28,660 82,080 147,460 31,960 91,580 169,250 

34 28,660 82,080 147,460 32,450 93,070 169,250 

35 28,660 82,080 147,460 32,850 94,060 169,250 

36 31,350 89,750 169,250 32,850 94,060 169,250 

37 31,960 91,580 169,250 33,340 95,550 172,550 

38 32,450 93,070 169,250 35,320 101,090 190,950 

39 32,850 94,060 169,250 35,760 102,400 190,950 

40 32,850 94,060 169,250 36,380 104,270 190,950 

41 34,880 99,960 190,950 37,620 107,820 196,560 

42 35,320 101,090 190,950 40,370 115,650 226,080 

43 35,760 102,400 190,950 40,870 117,180 226,080 

44 36,380 104,270 190,950 41,310 118,490 226,080 

45 36,820 105,390 190,950 41,750 119,790 226,080 

46 40,000 114,560 226,080 42,480 121,750 227,390 

47 40,370 115,650 226,080 43,380 124,450 246,900 

48 40,870 117,180 226,080 43,970 125,940 249,890 

49 41,310 118,490 226,080 44,710 128,170 253,870 

50 41,750 119,790 226,080 45,290 129,910 255,360 

51 42,720 122,700 243,430 46,450 133,150 255,360 

52 43,380 124,450 246,900 47,190 135,380 255,360 

53 43,970 125,940 249,890 47,780 137,110 255,360 

54 44,710 128,170 253,870 48,440 138,860 255,360 

55 45,290 129,910 255,360 49,440 141,710 263,300 

56 45,950 131,650 255,360 50,080 143,670 285,060 

57 46,450 133,150 255,360 50,760 145,670 288,490 

58 47,190 135,380 255,360 51,320 147,100 291,920 

59 47,780 137,110 255,360 52,090 149,400 295,360 

60 48,440 138,860 255,360 52,660 151,120 295,360 

61 49,510 142,240 281,620 53,900 154,550 295,360 

62 50,080 143,670 285,060 54,570 156,550 295,360 

63 50,760 145,670 288,490 55,240 158,270 295,360 

64 51,320 147,100 291,920 55,620 159,130 297,080 

65 52,090 149,400 295,360 56,700 162,650 322,050 

66 52,660 151,120 295,360 57,240 163,940 325,300 

67 53,230 152,550 295,360 57,890 165,880 328,540 

68 53,900 154,550 295,360 58,320 167,180 331,130 
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69 54,570 156,550 295,360 59,180 169,450 333,070 

70 54,990 157,540 295,360 59,720 171,070 333,070 

71 55,950 160,380 318,170 60,910 174,640 333,070 

72 56,700 162,650 322,050 61,560 176,580 333,070 

73 57,240 163,940 325,300 63,610 182,080 340,850 

74 57,890 165,880 328,540 64,470 185,070 366,510 

75 58,320 167,180 331,130 65,080 186,890 370,140 

76 59,180 169,450 333,070 65,810 188,340 373,050 

77 59,720 171,070 333,070 66,540 190,520 376,690 

78 60,270 173,020 333,070 67,030 192,340 376,690 

79 60,910 174,640 333,070 67,750 194,160 376,690 

80 61,560 176,580 333,070 68,350 195,620 376,690 

81 63,870 183,260 363,600 69,570 199,260 376,690 

82 64,470 185,070 366,510 70,300 201,440 380,330 

83 65,080 186,890 370,140 71,410 204,530 405,810 

84 65,810 188,340 373,050 71,820 206,140 408,240 

85 66,540 190,520 376,690 72,630 208,170 412,290 

86 67,030 192,340 376,690 73,170 209,790 412,290 

87 67,750 194,160 376,690 73,840 211,410 412,290 

88 68,350 195,620 376,690 74,520 213,440 415,530 

89 68,960 197,440 376,690 75,060 215,060 415,530 

90 69,570 199,260 376,690 75,600 216,680 415,530 

91 70,420 202,010 399,980 76,280 218,700 416,340 

92 71,090 203,620 404,010 77,070 221,410 440,150 

93 71,500 205,230 406,420 77,820 223,200 443,720 

94 72,310 207,240 410,450 78,570 224,980 447,290 

95 72,840 208,850 412,870 79,310 227,220 451,760 

96 73,510 210,470 413,690 80,060 229,450 455,330 

97 74,190 212,490 413,690 80,790 231,230 458,000 

98 74,730 214,100 413,690 81,540 233,470 458,000 

99 75,260 215,710 413,690 82,140 235,700 458,000 

100 75,940 217,730 413,690 83,030 237,930 458,000 
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                           （円） 

営業 

キロ 

幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

１箇月 ３箇月 ６箇月 

１ 7,690 22,000 39,460 

２ 7,690 22,000 39,460 

３ 7,690 22,000 39,460 

４ 9,950 28,530 51,220 

５ 9,950 28,530 51,220 

６ 9,950 28,530 51,220 

７ 11,370 32,540 58,520 

８ 11,370 32,540 58,520 

９ 11,370 32,540 58,520 

10 11,370 32,540 58,520 

 

 

（２）通学定期旅客運賃  

現行の運賃を次のとおり変更する。 

                                                    （円） 

営業 幹線のみを乗車する場合 地方交通線のみを乗車する場合 

キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 １箇月 ３箇月 ６箇月 

１ 4,100 11,680 22,230 4,110 11,720 22,230 

２ 4,100 11,680 22,230 4,110 11,720 22,230 

３ 4,100 11,680 22,230 4,110 11,720 22,230 

４ 4,850 13,800 26,240 4,980 14,190 26,830 

５ 5,220 14,930 28,290 5,380 15,310 29,060 

６ 5,590 15,940 30,330 5,790 16,520 31,300 

７ 6,550 18,700 35,490 6,680 19,010 36,050 

８ 7,170 20,480 38,840 7,340 20,850 39,510 

９ 7,630 21,770 41,180 7,750 22,180 41,930 

10 7,810 22,320 42,290 7,990 22,750 43,200 

11 8,940 25,530 48,340 9,070 25,920 49,120 

12 9,110 26,050 49,380 9,310 26,570 50,280 

13 9,290 26,570 50,410 9,310 26,570 50,410 

14 9,520 27,210 51,580 10,510 30,010 54,830 

15 9,520 27,210 51,580 10,510 30,010 54,830 

16 11,200 31,980 60,570 11,440 32,660 61,930 

17 11,440 32,660 61,930 11,540 32,910 62,260 
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18 11,440 32,660 61,930 11,540 32,910 62,260 

19 11,620 33,160 62,940 11,900 33,930 64,290 

20 11,820 33,760 63,960 12,010 34,270 64,980 

21 12,110 34,560 65,570 12,360 35,370 67,080 

22 12,280 35,080 66,610 12,360 35,370 67,080 

23 12,280 35,080 66,610 12,360 35,370 67,080 

24 12,360 35,370 67,080 12,360 35,370 67,080 

25 12,360 35,370 67,080 12,520 35,860 68,060 

26 12,360 35,370 67,080 12,520 35,860 68,060 

27 12,360 35,370 67,080 12,730 36,350 69,000 

28 12,520 35,860 68,060 12,740 36,370 69,000 

29 12,520 35,860 68,060 12,860 36,730 69,700 

30 12,730 36,350 69,000 12,860 36,730 69,700 

31 12,860 36,730 69,700 12,860 36,730 69,700 

32 12,860 36,730 69,700 13,050 37,150 70,340 

33 12,960 37,010 70,270 13,080 37,260 70,540 

34 13,060 37,300 70,850 13,410 38,250 72,530 

35 13,340 38,170 72,580 13,470 38,420 72,860 

36 13,580 38,760 73,850 13,850 39,410 74,850 

37 13,640 38,920 73,850 14,290 40,740 77,170 

38 13,970 39,910 75,840 14,470 41,370 78,250 

39 14,020 40,070 76,170 14,910 42,120 79,750 

40 14,410 41,070 78,160 15,100 42,120 79,750 

41 14,850 42,500 80,880 15,980 44,560 84,240 

42 15,100 43,250 81,990 16,920 47,260 89,300 

43 15,540 44,360 84,240 17,420 48,350 91,910 

44 15,720 44,930 85,370 17,650 49,230 93,220 

45 16,100 46,060 87,610 18,080 50,530 95,390 

46 17,490 50,100 94,960 18,300 51,190 96,700 

47 17,640 50,520 95,830 18,550 51,670 97,870 

48 18,150 51,620 98,450 18,880 52,420 99,360 

49 18,370 52,490 99,750 19,130 53,160 100,860 

50 18,800 53,800 101,930 19,540 54,400 102,830 

51 19,050 54,400 103,330 20,040 55,890 105,820 

52 19,380 55,390 105,320 20,450 57,140 108,300 

53 19,710 56,140 106,810 20,860 58,130 109,790 

54 19,960 56,880 108,310 21,120 59,110 111,780 
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55 20,370 58,120 110,290 21,470 59,810 113,340 

56 20,700 59,120 112,280 21,470 59,810 113,340 

57 20,860 59,620 113,270 21,840 60,960 115,050 

58 21,280 60,860 115,750 22,130 61,820 116,770 

59 21,690 61,860 117,240 22,520 62,680 118,490 

60 21,950 62,730 119,150 22,900 63,820 120,770 

61 22,040 62,960 119,630 23,560 65,830 124,790 

62 22,420 64,100 121,920 23,660 66,120 125,350 

63 22,800 65,260 123,640 24,040 66,970 127,070 

64 23,090 66,110 125,360 24,310 67,820 128,220 

65 23,470 66,970 127,080 24,410 68,040 128,950 

66 23,850 68,120 129,360 24,940 69,340 131,550 

67 24,040 68,690 130,510 25,170 69,980 132,840 

68 24,520 70,120 133,370 25,380 70,640 133,490 

69 24,610 70,410 133,940 25,700 71,600 135,440 

70 24,940 71,260 135,440 26,030 72,580 137,370 

71 25,170 71,930 136,720 26,570 74,190 140,620 

72 25,490 72,900 138,670 27,000 75,490 142,560 

73 26,020 74,200 141,270 27,980 77,810 147,620 

74 26,250 74,840 142,560 28,000 77,810 147,620 

75 26,460 75,500 143,210 28,370 78,900 149,800 

76 26,780 76,460 145,160 28,600 79,620 150,530 

77 27,110 77,440 147,090 28,960 80,720 152,720 

78 27,540 78,730 149,040 29,210 81,450 154,170 

79 27,650 79,050 150,340 29,570 82,540 156,350 

80 28,080 80,350 152,280 29,940 83,630 158,530 

81 28,970 82,530 157,070 30,550 85,080 161,440 

82 29,210 83,260 158,530 30,780 86,170 162,890 

83 29,580 84,350 160,710 30,910 86,280 162,890 

84 29,810 85,080 161,430 31,180 87,090 164,500 

85 30,180 86,180 163,620 31,320 87,090 165,310 

86 30,420 86,900 165,080 31,720 88,300 167,730 

87 30,790 88,000 167,260 31,990 89,110 168,530 

88 31,150 89,090 169,440 32,390 90,310 170,950 

89 31,270 89,450 169,440 32,790 91,130 172,570 

90 31,760 90,540 172,100 32,930 91,530 173,380 

91 31,850 91,130 172,570 33,190 92,740 174,990 
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92 32,260 92,330 174,990 33,480 93,300 176,780 

93 32,520 93,140 176,600 33,780 94,190 177,670 

94 32,660 93,140 177,410 34,080 94,640 179,450 

95 33,070 94,350 179,830 34,520 95,970 182,130 

96 33,330 95,160 180,630 34,820 96,870 183,020 

97 33,740 96,360 183,050 35,120 98,210 185,700 

98 34,130 97,170 184,660 35,560 99,110 187,490 

99 34,270 97,580 185,470 35,710 99,540 188,380 

100 34,540 98,380 187,080 36,160 100,890 191,060 

 

 （円） 

営業 

キロ 

幹線と地方交通線を連続して乗車する場合 

１箇月 ３箇月 ６箇月 

１ 4,110 11,720 22,230 

２ 4,110 11,720 22,230 

３ 4,110 11,720 22,230 

４ 4,980 14,190 26,830 

５ 5,380 15,310 29,060 

６ 5,790 16,520 31,300 

７ 6,680 19,010 36,050 

８ 7,340 20,850 39,510 

９ 7,750 22,180 41,930 

10 7,990 22,750 43,200 
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○国土交通省告示第 1280 号（令和 6 年 11 月 19 日） 

 
 

国 運 審 第 ２ ７ 号 

令和６年１０月３１日 

 

 

  国土交通大臣  斉藤 鉄夫 殿 

 

 

             運輸審議会会長  堀川 義弘  

 

 

答    申    書 

 

九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び 

料金の上限変更の認可申請について 

 

 

令６第３００３号 

 

 

令和６年７月３１日付け国鉄事第２７２号をもって諮問された上記の事案につ

いては、令和６年１０月１１日福岡県において公聴会を開催し、審議した結果、

次のとおり答申する。 
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主    文 

 

九州旅客鉄道株式会社からの申請に係る鉄道の旅客の運賃及び料金（以下「旅客

運賃等」という。）の変更については、別紙に掲げる額を上限として認可すること

が適当である。 

 

理    由 

 

１．申請者は、昭和６２年４月に、国鉄分割民営化によって発足して以降、九州の

基幹的輸送機関として広域の鉄道ネットワークを運営し、地域内の都市間輸送

等を行っている。鉄道事業については、会社発足後赤字が続いたが、新製車両の

導入、新駅の設置及び輸送力強化等による増収、ＩＣカードの導入及びバリアフ

リー化の推進等の利便性向上並びに固定費の削減及び生産性向上等による効率

化などの経営努力を続けてきた。この結果、平成８年１月以降、現在までの２８

年間、消費税率の引上げによるものを除き運賃改定を行わず、現行運賃を維持し

てきた。なお、平成２８年の株式上場にあたり、経営安定基金を取り崩し、鉄道

事業固定資産の減損処理を行ったこと等により、財務会計上は黒字に転換した。 
一方、近年の経営環境については、高速道路網の発達や全国平均を上回る九州

地区の人口減少・高齢化に加え、新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした、

オンライン会議やテレワーク等の新しい生活様式の定着に伴う利用者の減少、さ

らに、物価の高騰によるコスト増加等により、厳しい状況が続いている。 
このような中、申請者は、安全やサービスの維持向上、老朽化した車両・設備

の更新や長寿命化、激甚化する災害やカーボンニュートラル等に対応する設備投

資や修繕、安定的な人材確保のための従業員の待遇改善等、鉄道事業の継続に必

要な対応を着実に実施するため、旅客運賃等の上限変更認可を申請したものであ

る。 
 

２．国土交通大臣は、鉄道運送事業者からの旅客運賃等の上限の変更の認可にあた

っては、鉄道事業法（以下「法」という。）第１６条第２項に基づき、当該旅客

運賃等の上限による総収入が、能率的な経営の下における適正な原価に適正な

利潤を加えたものを超えないものであることを確認の上、法第１６条第１項の

認可をするものとされている。 

 

３．当審議会は、本事案の審議にあたり、公聴会を開催し、申請者の陳述及び一般

公述人の公述を聴取したほか、現地視察、当審議会に提出された資料、所管局か

ら聴取した説明等に基づいて、申請理由等について確認し、検討を行った。 

まず、申請者が、オンライン会議やテレワーク等の新しい生活様式が定着した

結果、２０２３年度中に輸送量が頭打ちになったことや、旅行需要等に関する各
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種調査結果等に基づき、既にコロナ禍からの回復を終えた定常状態になっている

と判断し、定期と定期外を合わせた平年度（原価計算期間）である令和７年度か

ら９年度の３年間の輸送人員は、沿線人口推計や経済指標推計等のデータから、

ほぼ横ばいで推移すると見込んでいることについて、当審議会として確認した。 

また、申請者は、平成２８年の株式上場に伴い、鉄道事業用固定資産の減損処

理を行ったが、原価算定上の取扱いについては、本年４月に改正された収入原価

算定要領に基づき、減損処理がなかった場合の資産額をもとに減価償却費等が原

価に計上されており、その影響額について確認した。 

この結果、旅客運賃等の上限を主文のとおり設定した場合、平年度である令和

７年度から９年度までの３年間の運賃算定の基礎となる適正な総括原価（能率的

な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたもの）は、６０９，３８７

百万円、総収入は５５０，１５３百万円と推定されることから、差引き５９，２

３４百万円の不足を生ずるものと見込まれる。 
なお、運賃改定前の収入原価算定上における令和６年度の鉄道事業の収支率

（総収入（上限運賃）を総支出（総括原価）で除した値）は、８１．７％と推定

されるが、主文のとおりの旅客運賃等の上限が設定された場合の収支率は９０．

３％に改善するものと推定される。 

 

４．以上のように、本件申請に係る旅客運賃等の上限による総収入が、能率的な経

営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものを超えないものであるの

で、本件申請は上記２．の認可基準に適合するものとして、法第１６条第１項に

基づき、国土交通大臣が本件を認可することは適当であると認める。 
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要望事項 

 

１．九州旅客鉄道株式会社の鉄道事業における需要見通しは、コロナ禍による行

動変容の影響を考慮したものだが、今後のテレワークの実施状況やインバウン

ドなど旅行需要の動向等により、想定された需要と実績が乖離する可能性があ

ることから、法第５４条各項の趣旨に基づき、期限に係る条件を付すことを検

討されたい。 
 

２．同社の鉄道事業について、理由３．に記載のとおり、減損処理を考慮した収

入原価算定上の収支率は約８０％であるものの、財務会計上は黒字であること

を踏まえ、今般の運賃改定が、老朽化した車両・設備の更新や従業員の待遇改

善等を着実に実施するために必要であることのほか、サービス向上等運賃改定

の効果等について、同社において利用者に対し丁寧に説明するよう、必要な指

導、助言を行っていただきたい。 
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別紙 

すべての運賃に消費税及び地方消費税（10％）を含んだ以下の額を上限額とする。 

１ 鉄道の普通旅客運賃 

(1) 鉄道の普通旅客運賃の計算方法及び端数計算 

鉄道事業法第 16 条第１項の定めに基づき、平成７年 12 月 22 日（鉄業

第 91 号の３）で運輸大臣に認可を受けた賃率、計算方法及び端数計算に

よる額に、1.10 を乗じ 10 円未満の額を四捨五入し 10 円単位とした額と

する。 

   ただし、賃率の一部を第２号②のとおり変更する。 

(2) 幹線のみを乗車する場合 

① 営業キロが 100 キロメートルまでの普通旅客運賃 

営業キロ 普通旅客運賃 

１kmから３kmまで 200円 

４kmから６kmまで 240円 

７kmから10kmまで 270円 

11kmから15kmまで 340円 

16kmから20kmまで 450円 

21kmから25kmまで 560円 

26kmから30kmまで 660円 

31kmから35kmまで 760円 

36kmから40kmまで 870円 

41kmから45kmまで 990円 

46kmから50kmまで 1,090円 

51kmから60kmまで 1,300円 

61kmから70kmまで 1,510円 

71kmから80kmまで 1,730円 

81kmから90kmまで 1,930円 

91kmから100kmまで 2,130円 

② 変更しようとする賃率 

営業キロが 100 キロメートルを超え 

300 キロメートルまでの部分   19 円 75 銭 
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２ 鉄道の定期旅客運賃 

(1) 通勤定期旅客運賃 

別表第１のとおりとする。 

(2)  通学定期旅客運賃 

 別表第２のとおりとする。 

 

３ 九州新幹線の特別急行料金 

（自由席又は立席特急料金） 

別表第３のとおりとする。 

 

 ４ 西九州新幹線の特別急行料金 

（自由席又は立席特急料金） 

別表第４のとおりとする 
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別表第１ 通勤定期旅客運賃           （円） 
営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 

1 6,580 18,910 33,840 51 35,220 101,450 196,490 

2 6,640 19,110 34,210 52 35,740 102,930 199,470 

3 6,690 19,260 34,530 53 36,190 104,230 202,020 

4 7,920 22,850 40,950 54 36,790 105,990 205,260 

5 8,050 23,210 41,660 55 37,270 107,330 208,010 

6 8,110 23,360 41,970 56 37,790 108,820 210,910 

7 8,820 25,390 45,650 57 38,240 110,150 212,040 

8 8,840 25,450 45,780 58 38,850 111,880 212,040 

9 8,870 25,520 45,890 59 39,310 113,200 212,040 

10 8,900 25,600 46,070 60 39,830 114,730 212,040 

11 11,000 31,700 55,560 61 40,970 118,020 228,690 

12 11,070 31,860 55,910 62 41,450 119,380 231,200 

13 11,150 32,070 56,310 63 41,990 120,960 234,260 

14 11,210 32,260 56,680 64 42,460 122,310 236,940 

15 11,270 32,450 57,030 65 43,100 124,130 240,490 

16 14,510 41,800 74,940 66 43,570 125,510 243,290 

17 14,640 42,150 75,670 67 44,030 126,850 245,420 

18 14,770 42,520 76,400 68 44,600 128,410 245,420 

19 14,830 42,690 76,760 69 45,140 130,030 245,420 

20 14,890 42,890 77,130 70 45,620 131,400 245,420 

21 18,130 52,220 93,670 71 46,560 134,080 259,810 

22 18,260 52,580 94,400 72 47,190 135,900 263,180 

23 18,320 52,760 94,760 73 47,620 137,170 265,700 

24 18,450 53,130 95,490 74 48,160 138,690 268,800 

25 18,560 53,450 96,170 75 48,580 139,900 270,960 

26 21,320 61,410 112,830 76 49,210 141,720 274,570 

27 21,640 62,340 112,900 77 49,650 143,020 276,300 

28 21,700 62,530 113,250 78 50,170 144,520 276,300 

29 21,770 62,710 113,610 79 50,700 146,010 276,300 

30 21,810 62,880 113,940 80 51,240 147,530 276,300 

31 24,420 70,310 130,540 81 52,320 150,740 291,930 

32 25,030 72,090 130,920 82 52,800 152,040 294,340 

33 25,410 73,130 131,280 83 53,260 153,360 296,850 

34 25,470 73,320 131,640 84 53,720 154,670 299,480 

35 25,530 73,510 132,010 85 54,280 156,210 302,440 

36 27,500 79,190 148,900 86 54,730 157,500 304,960 

37 28,050 80,790 149,010 87 55,170 158,820 305,420 

38 28,540 82,190 149,170 88 55,630 160,110 305,420 

39 28,900 83,190 149,230 89 56,100 161,420 305,420 

40 28,960 83,400 149,590 90 56,550 162,690 305,420 

41 30,610 88,160 168,110 91 57,440 165,420 320,360 

42 30,970 89,200 168,110 92 57,960 166,900 323,650 

43 31,330 90,260 168,110 93 58,330 168,000 326,040 

44 31,850 91,710 168,110 94 58,870 169,480 329,400 

45 32,220 92,820 168,110 95 59,270 170,630 331,900 

46 32,490 93,580 181,240 96 59,780 172,090 333,040 

47 32,810 94,520 183,170 97 60,300 173,540 336,150 

48 33,220 95,720 184,940 98 60,710 174,690 338,230 
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49 33,560 96,680 184,940 99 61,190 176,150 341,430 

50 33,920 97,690 184,940 100 61,710 177,580 344,320 

 

別表第２ 通学定期旅客運賃（大学生）             （円） 
営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 営業キロ １箇月 ３箇月 ６箇月 

1 3,450 9,820 18,580 51 15,200 43,330 82,090 

2 3,510 9,990 18,930 52 15,550 44,300 83,940 

3 3,530 10,050 19,060 53 15,740 44,870 85,020 

4 3,960 11,280 21,370 54 15,950 45,450 86,130 

5 4,330 12,380 23,430 55 16,290 46,410 87,920 

6 4,640 13,240 25,070 56 16,560 47,200 89,420 

7 5,140 14,650 27,740 57 16,700 47,600 90,180 

8 5,640 16,060 30,450 58 17,020 48,540 91,940 

9 6,020 17,150 32,470 59 17,310 49,330 93,460 

10 6,240 17,800 33,690 60 17,590 50,110 94,910 

11 7,520 21,430 40,540 61 17,690 50,410 95,510 

12 7,720 21,980 41,650 62 18,020 51,350 97,250 

13 7,910 22,540 42,700 63 18,320 52,250 98,970 

14 8,120 23,100 43,740 64 18,580 52,950 100,290 

15 8,160 23,250 44,040 65 18,840 53,660 101,660 

16 9,610 27,390 51,930 66 19,140 54,550 103,380 

17 9,870 28,110 53,250 67 19,310 55,020 104,250 

18 9,900 28,200 53,410 68 19,800 56,400 106,880 

19 10,030 28,610 54,210 69 19,880 56,670 107,350 

20 10,180 29,020 54,980 70 20,190 57,530 108,990 

21 10,340 29,460 55,810 71 20,420 58,210 110,290 

22 10,490 29,910 56,630 72 20,720 59,060 111,870 

23 10,490 29,910 56,630 73 21,100 60,120 113,920 

24 10,600 30,190 57,180 74 21,290 60,650 114,910 

25 10,630 30,270 57,340 75 21,460 61,160 115,860 

26 10,670 30,410 57,590 76 21,740 61,970 117,380 

27 10,690 30,470 57,710 77 22,000 62,710 118,790 

28 10,860 30,930 58,580 78 22,360 63,730 120,780 

29 10,870 30,930 58,650 79 22,470 64,030 121,310 

30 11,020 31,360 59,410 80 22,790 64,970 123,110 

31 11,130 31,690 60,090 81 23,160 66,010 125,070 

32 11,150 31,770 60,210 82 23,350 66,580 126,120 

33 11,260 32,070 60,770 83 23,660 67,440 127,760 

34 11,310 32,230 61,090 84 23,880 68,050 128,920 

35 11,570 32,970 62,430 85 24,190 68,960 130,630 

36 11,630 33,160 62,800 86 24,410 69,530 131,750 

37 11,680 33,270 63,040 87 24,720 70,420 133,440 

38 11,970 34,110 64,620 88 24,990 71,220 134,920 

39 12,050 34,330 65,030 89 25,090 71,500 135,440 

40 12,370 35,250 66,790 90 25,430 72,480 137,320 

41 12,720 36,270 68,710 91 25,750 73,370 139,010 

42 12,960 36,900 69,930 92 26,110 74,380 140,930 

43 13,280 37,870 71,760 93 26,340 75,040 142,200 

44 13,450 38,330 72,610 94 26,440 75,340 142,750 

45 13,740 39,200 74,270 95 26,790 76,390 144,720 

- 38 -



 
 

46 13,860 39,580 74,970 96 27,020 76,990 145,880 

47 14,000 39,900 75,570 97 27,270 77,710 147,220 

48 14,360 40,910 77,510 98 27,600 78,660 149,030 

49 14,600 41,590 78,790 99 27,730 78,990 149,670 

50 14,960 42,610 80,740 100 27,950 79,650 150,920 

 
別表第３ 九州新幹線の特別急行料金（自由席又は立席特急料金）     （円） 

 博多 新鳥栖 久留米 
筑後 

船小屋 
新大牟田 新玉名 熊本 新八代 新水俣 出水 川内 

新鳥栖 2,010           

久留米 2,010 2,010          

筑後船

小屋 
2,010 2,010 2,010         

新大牟田 2,010 2,010 2,010 2,010        

新玉名 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010       

熊本 2,890 2,010 2,010 2,010 2,010 2,010      

新八代 3,700 2,890 2,890 2,010 2,010 2,010 2,010     

新水俣 3,700 3,700 3,700 2,890 2,890 2,890 2,010 2,010    

出水 4,430 3,700 3,700 3,700 2,890 2,890 2,010 2,010 2,010   

川内 4,430 4,430 4,430 3,700 3,700 3,700 2,890 2,010 2,010 2,010  

鹿児島

中央 
5,150 5,150 5,150 4,430 4,430 3,700 3,700 2,890 2,010 2,010 2,010 
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別表第４ 西九州新幹線の特別急行料金（自由席又は立席特急料金） 

                         （円） 

   武雄温泉 嬉野温泉 新大村 諫早 

嬉野温泉 2,010    

新大村 2,010 2,010   

諫早 2,010 2,010 2,010  

長崎 2,010 2,010 2,010 2,010 
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航空 

○国土交通省告示第 1350 号（令和 6 年 12 月 19 日） 
 

    
国 運 審 第 ３ ０ 号 
令和６年１２月３日 

 
  国土交通大臣  中野 洋昌 殿 
 
 
             運輸審議会会長  堀川 義弘 
 
 

答    申    書 
 
 全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会 社、日本ト

ランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイエア、日本エアコミューター株

式会社、スカイマーク株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、株式会社ソラシドエア、

株式会社スターフライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社、ジェット

スター・ジャパン株式会社、スプリング・ジャパン株式会社、アイベックスエア

ラインズ株式会社、株式会社フジドリームエアラインズ、オリエンタルエアブリ

ッジ株式会社及び天草エアライン株式会社からの混雑空港運航許可申請につい

て 
 
 

令６第９００２号 
令６第９００３号 
令６第９００４号 
令６第９００５号 
令６第９００６号 
令６第９００７号 
令６第９００８号 
令６第９００９号 
令６第９０１０号 
令６第９０１１号 
令６第９０１２号 
令６第９０１３号 
令６第９０１４号 
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令６第９０１５号 
令６第９０１６号 
令６第９０１７号 
令６第９０１８号 
令６第９０１９号 
令６第９０２０号 
令６第９０２１号 
令６第９０２２号 
令６第９０２３号 
令６第９０２４号 
令６第９０２５号 
令６第９０２６号 
令６第９０２７号 
令６第９０２８号 
令６第９０２９号 
令６第９０３０号 
令６第９０３１号 
令６第９０３２号 
令６第９０３３号 
令６第９０３４号 
令６第９０３５号 
令６第９０３６号 
令６第９０３７号 
令６第９０３８号 
令６第９０３９号 
令６第９０４０号 
令６第９０４１号 
令６第９０４２号 
令６第９０４３号 
令６第９０４４号 
令６第９０４５号 
令６第９０４６号 
令６第９０４７号 
令６第９０４８号 

 
 令和６年１１月１日付け国空事第６７６号をもって諮問された上記の事案につ

いては、審議した結果、次のとおり答申する。 
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主    文 
 

全日本空輸株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、東京国際空港、関西

国際空港、大阪国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、ＡＮＡウイン

グス株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、

大阪国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、日本航空株式会社の申請

に係る混雑空港（成田国際空港、東京国際空港、関西国際空港、大阪国際空港及び

福岡空港）を使用して運航を行うこと、日本トランスオーシャン航空株式会社の申

請に係る混雑空港（東京国際空港、関西国際空港及び福岡空港）を使用して運航を

行うこと、株式会社ジェイエアの申請に係る混雑空港（東京国際空港、関西国際空

港、大阪国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、日本エアコミュータ

ー株式会社の申請に係る混雑空港（大阪国際空港及び福岡空港）を使用して運航を

行うこと、スカイマーク株式会社の申請に係る混雑空港（東京国際空港及び福岡空

港）を使用して運航を行うこと、株式会社ＡＩＲＤＯの申請に係る混雑空港（東京

国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、株式会社ソラシドエアの申請

に係る混雑空港（東京国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、株式会

社スターフライヤーの申請に係る混雑空港（東京国際空港、関西国際空港及び福岡

空港）を使用して運航を行うこと、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社の申請

に係る混雑空港（成田国際空港、関西国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行

うこと、ジェットスター・ジャパン株式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港、

関西国際空港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、スプリング・ジャパン株

式会社の申請に係る混雑空港（成田国際空港及び東京国際空港）を使用して運航を

行うこと、アイベックスエアラインズ株式会社の申請に係る混雑空港（大阪国際空

港及び福岡空港）を使用して運航を行うこと、株式会社フジドリームエアラインズ

の申請に係る混雑空港（福岡空港）を使用して運航を行うこと、オリエンタルエア

ブリッジ株式会社の申請に係る混雑空港（福岡空港）を使用して運航を行うこと、

天草エアライン株式会社の申請に係る混雑空港（大阪国際空港及び福岡空港）を使

用して運航を行うことについては、いずれも許可することが適当である。 
 
 

理    由 
 
１．各申請者は、別表に掲げる運航計画に基づき国内定期航空運送事業を経営する

ため、本件を申請したものである。 
 
２．混雑空港（航空法第１０７条の３第１項に基づき指定された成田国際空港、東

京国際空港、関西国際空港、大阪国際空港及び福岡空港をいう。）を使用して国

内定期航空運送事業を経営しようとする本邦航空運送事業者（以下「事業者」と
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いう。）は、同項の規定により、混雑空港ごとに、当該混雑空港を使用して運航

を行うことについて国土交通大臣の許可を受けなければならない。 
また、国土交通大臣は、当該許可をしようとするときは、同条第３項各号の基

準によってこれをしなければならないとされており、その許可の基準は以下のと

おりである。 
（１）運航計画が航空機の運航の安全上適切なものであること。 
（２）競争の促進、多様な輸送網の形成等を通じて利用者の利便に適合する輸送 

サービスを提供するものであること等当該混雑空港を適切かつ合理的に使用

するものであること。 
 
３．当審議会は、本事案の審議にあたり、当審議会に提出された資料、所管局から

聴取した説明等に基づいて検討を行った。その結果は次のとおりである。なお、

本件については公聴会の開催の申出がなかったことから、公聴会は開催してい

ない。 
 
（１）成田国際空港関係 

① 成田国際空港においては、発着規制として、１週間当たりの発着回数の上

限を６，５００回とするとともに、３０分ごとの発着回数の上限について６

時台から２１時台までの間は３０～３６回、２２時台は２０～２３回及び２

３時台は１５～１８回とするなどの発着調整基準が設けられている。 
全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会社、Ｐ

ｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社、ジェットスター・ジャパン株式会社

及びスプリング・ジャパン株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のと

おり成田国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請

者の運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申請者の

時間帯ごとの使用状況等から、この発着調整基準に合致するものであること

を確認した。 
  また、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、同空港における

航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間（環

境対策の観点から発着規制をしている空港にあっては利用可能時間。以下同

じ。）からも妥当なものであることを確認した。 
以上により、これらの申請者の成田国際空港に係る運航計画は、 

 航空機の運航の安全上適切なものと認められる。 
② 申請者（６事業者）は、成田国際空港を使用して１８路線１日当たり５８．

７往復を運航するものである。 
また、成田国際空港に係る各申請者の路線の運航は、国内主要空港と国際

航空の拠点である同空港を結ぶ国内航空路線網を形成しており、国際線との

乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであることに加え、低価
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格の運賃で輸送サービスを提供するＬＣＣの就航路線が多く、利用者の選択

肢が広がっており、利用者利便に適合する輸送サービスが提供されているこ

とを確認した。 
以上により、成田国際空港に係る本件各申請は、同空港を適切かつ合理的

に使用するものであると認められる。 
 

（２）東京国際空港関係 
① 東京国際空港においては、発着規制として、１時間又は３０分ごとの発着

回数の上限について、９０回（１６時台）、６回（２３時台後半）等とする

などの発着調整基準が設けられている。 
全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会社、日

本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイエア、スカイマーク株

式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、株式会社ソラシドエア、株式会社スターフラ

イヤー及びスプリング・ジャパン株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計

画のとおり東京国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これら

の申請者の運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申

請者の時間帯ごとの使用状況等から、この発着調整基準に合致するものであ

ることを確認した。 
また、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、同空港における

航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間から

も妥当なものであることを確認した。 
以上により、これらの申請者の東京国際空港に係る運航計画は、航空機の

運航の安全上適切なものと認められる。 
② 申請者（１０事業者）は、東京国際空港を使用して４９路線１日当たり５

０２．８往復を運航するものである。 
東京国際空港は、我が国の国内航空路線網の中核となる基幹空港であり、

同空港の限られた発着枠について適切かつ合理的な配分を行うため、混雑空

港の使用期限が到来する機会を捉えて配分の見直しが行われてきたところで

ある。 
令和元年９月に実施した配分の見直しにあたっては、地方路線の形成及び

充実に向けた取組として、既存の発着枠を事業者から一部回収し、評価した

上で、地方枠として再配分している。また、地域と事業者の間のパートナー

シップを通じて地域の実情に合った需要喚起等の取組を促進するため、地域

及び事業者による提案に対するコンテストを通じて、発着枠を配分する仕組

み（以下「政策コンテスト枠」という。）を導入している。 
また、新規参入を計画する事業者に対し、競争促進を図る観点から優先的

に配分される発着枠（以下「新規参入枠」という。）を用意してきた。 
さらに、少便数路線については、いわゆる１便ルール（減便の結果、１便
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未満となる場合には、当該発着枠を回収し、当該路線を運航する事業者を募

集するルール）、３便ルール（少便数路線（３便以下の路線）をグループ化

し、減便時には他の少便数路線のみに転用できることとするルール）を導入

しており、少便数路線の維持及び充実が図られている。 
今般、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う輸送需要の大幅な減少の影響

により現在の許可期間における適正な評価を実施することが困難なことか

ら、今回の混雑空港使用許可に際しては東京国際空港の発着枠配分見直しは

行わないこととしているものの、これまで導入されている地方枠、政策コン

テスト枠、新規参入枠及び１便・３便ルール等の現行制度については継続す

ることとしている。 
当審議会は、これらの地方路線や新規事業者等に配慮した施策等により競

争の促進及び多様な輸送網の形成が図られていることを確認した。 
また、これらを反映した各申請者の東京国際空港に係る運航計画は、多様

な輸送網を維持しながら多くの路線について競合が生じているものであるこ

とを確認した。 
以上により、東京国際空港に係る本件各申請は、同空港を適切かつ合理的

に使用するものであると認められる。 
 

（３）関西国際空港関係 
① 関西国際空港においては、発着規制として、１時間当たりの発着回数の上

限を４５回（うち出発回数３２回、到着回数２５回）とするなどの発着調整

基準が設けられている。 
全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会社、日

本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイエア、株式会社スター

フライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株式会社及びジェットスター・

ジャパン株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のとおり関西国際空港

を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の運航計画にお

いて定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時間帯ごとの使用

状況等から、この発着調整基準に合致するものであることを確認した。 
また、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、同空港における

航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間から

も妥当なものであることを確認した。 
以上により、これらの申請者の関西国際空港に係る運航計画は、航空機の

運航の安全上適切なものと認められる。 
② 申請者（８事業者）は、関西国際空港を使用して１２路線１日当たり５８．

７往復を運航するものである。 
関西国際空港に係る各申請者の路線の運航は、同空港の特性を生かし、国

際線との乗り継ぎ利便を含む利用者利便の維持に資するものであることに加
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え、大阪国際空港が利用できない時間帯にも路線を設定するなど、大阪国際

空港及び神戸空港に係る路線の運航と相まって、関西圏と各地を結ぶ国内航

空路線網を形成している。また、低価格の運賃で輸送サービスを提供するＬ

ＣＣの就航路線が多く、利用者の選択肢が広がっており、利用者の利便に適

合する輸送サービスが提供されていることを確認した。 
以上により、関西国際空港に係る本件各申請は、同空港を適切かつ合理的

に使用するものであると認められる。 
 
（４）大阪国際空港関係 

① 大阪国際空港においては、発着規制として、１日当たりの発着回数の上限

を３７０回（うちジェット機２００回、低騒音機１７０回）とするなどの発

着調整基準が設けられている。 
  全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会社、株

式会社ジェイエア、日本エアコミューター株式会社、アイベックスエアライ

ンズ株式会社及び天草エアライン株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計

画のとおり大阪国際空港を使用して運航を行おうとするものである。これら

の申請者の運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申

請者の時間帯ごとの使用状況等から、この発着調整基準に合致するものであ

ることを確認した。 
また、これらの申請者の大阪国際空港に係る運航計画は、同空港における

航空機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間から

も妥当なものであることを確認した。 
以上により、これらの申請者の大阪国際空港に係る運航計画は、航空機の

運航の安全上適切なものと認められる。 
② 申請者（７事業者）は、大阪国際空港を使用して２６路線１日当たり１８

５往復を運航するものである。 
大阪国際空港に係る各申請者の路線の運航は、関西国際空港及び神戸空港

に係る路線の運航と相まって、関西圏の需要に適合した国内航空路線網を形

成しており、利用者の利便に適合する輸送サービスが提供されていることを

確認した。 
以上により、大阪国際空港に係る本件各申請は、同空港を適切かつ合理的

に使用するものであると認められる。 
 
（５）福岡空港関係 

① 福岡空港においては、発着規制として、１時間当たりの発着回数の上限を

３８回（うち到着回数２０回）とするなどの発着調整基準が設けられている。 
全日本空輸株式会社、ＡＮＡウイングス株式会社、日本航空株式会社、日

本トランスオーシャン航空株式会社、株式会社ジェイエア、日本エアコミュ
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ーター株式会社、スカイマーク株式会社、株式会社ＡＩＲＤＯ、株式会社ソ

ラシドエア、株式会社スターフライヤー、Ｐｅａｃｈ・Ａｖｉａｔｉｏｎ株

式会社、ジェットスター・ジャパン株式会社、アイベックスエアラインズ株

式会社、天草エアライン株式会社、株式会社フジドリームエアラインズ及び

オリエンタルエアブリッジ株式会社は、それぞれ別表に掲げる運航計画のと

おり福岡空港を使用して運航を行おうとするものである。これらの申請者の

運航計画において定める同空港での発着は、同空港における各申請者の時間

帯ごとの使用状況等から、この発着調整基準に合致するものであることを確

認した。 
また、これらの申請者の福岡空港に係る運航計画は、同空港における航空

機整備等の所要時間及び相対応する各空港の航空保安業務提供時間からも妥

当なものであることを確認した。 
  以上により、これらの申請者の福岡空港に係る運航計画は、航空機の運航

の安全上適切なものと認められる。 
② 申請者（１６事業者）は、福岡空港を使用して２７路線１日当たり１９０．

３往復を運航するものである。 
福岡空港に係る各申請者は、大手事業者、中堅事業者、地方路線を中心と

した事業者、ＬＣＣと多様な事業者から構成され、その運航計画路線は、幹

線はもとより地方路線、離島路線の形成及び充実が図られており、多様な輸

送網が確保されていることを確認した。 
また、ＬＣＣを含む複数の事業者が就航することにより価格帯やサービス

内容においても利用者の選択肢が広がっているほか、需要の多い路線では複

数の事業者が競合するなど、競争の促進を通じて利用者の利便に適合する輸

送サービスが提供されていることを確認した。 
以上により、福岡空港に係る本件各申請は、同空港を適切かつ合理的に使

用するものであると認められる。 
 
４．以上のことから、本件各申請は航空法第１０７条の３第３項各号に掲げる基準

に適合するものとして、同条第１項に基づき、国土交通大臣が本件各申請に対し

許可することは適当であると認める。 
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Ⅳ 公聴会 
 鉄・軌道 

○北海道旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案 
（令６第３００２号） 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

令和６年９月３日（火） 

１０時００分～１２時０５分 

北海道札幌市東区北２８条東１丁目２－８ 

一般社団法人 札幌地区トラック協会 

３階 研修室 

運輸審議会 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 役          職 

堀川 義弘 会長 

白石 敏男 会長の職務を代理する常勤の委員 

二村 真理子 委員（非常勤） 

三浦 大介 委員（非常勤） 

大石 美奈子 委員（非常勤） 

吉田 可保里 委員（非常勤） 

   申請者陳述人 

氏   名 役          職 

綿貫 泰之 代表取締役社長 

今井 政人 取締役副社長 

森下 昌 営業部長 

金山 宜史 経営企画部専任部長 

      一般公述人 

氏   名 職  業  又  は  所  属  団  体 賛否 

小井土 直樹 弁護士 賛成 

地脇 聖孝 安全問題研究会 代表 反対 

武田 泉 大学教職員 反対 

小室 正範 北の鉄路存続を求める会 事務局長 反対 
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○九州旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客の運賃及び料金の上限変更の認可申請事案 
（令６第３００３号） 

 ・概要 

開  催  日  時 開  催  場  所 主  宰 

令和６年１０月１１日（金） 

１０時００分～１１時３５分 

福岡県福岡市博多区博多駅前２丁目 

２０－１ 

リファレンス大博多ビル貸会議室 

１１階 １１２０会議室 

運輸審議会 

 

  ・出席者 

   運輸審議会委員 

氏   名 役          職 

堀川 義弘 会長 

白石 敏男 会長の職務を代理する常勤の委員 

二村 真理子 委員（非常勤） 

三浦 大介 委員（非常勤） 

大石 美奈子 委員（非常勤） 

吉田 可保里 委員（非常勤） 

 

   申請者陳述人 

氏   名 役          職 

古宮 洋二 代表取締役社長執行役員 

福永 嘉之 取締役専務執行役員鉄道事業本部長 

赤木 由美 取締役常務執行役員経営企画部長 

酒井 覚 経営企画部担当部長 

 

      一般公述人 

氏   名 職  業  又  は  所  属  団  体 賛否 

桜井 徹 日本大学名誉教授 反対 
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Ⅴ 意見聴取 
 

 鉄・軌道 

○西日本旅客鉄道株式会社からの鉄道の旅客運賃の上限変更の認可申請事案 
 （令６第３００１号） 

開催月日 開催場所 出 席 者 氏 名 及 び 職 名 備考 

７月４日 

大阪府大阪市北区芝田二

丁目４番２４号 
 
西日本旅客鉄道株式会社 
本社会議室 

西日本旅客鉄道株式会社 

申請者 

長谷川 一明 代表取締役社長 

岡田 学 
理事マーケティング本部 
鉄道マーケティング部長 

真鍋 登志郎 
マーケティング本部 
鉄道マーケティング部次長 

平塚 康雄 
マーケティング本部 
鉄道マーケティング部課長 

 

Ⅵ 過去の答申に基づくフォローアップ 

 

月日 事案の内容 対象答申 説明部局 

11 月 12 日 

東日本旅客鉄道株式会社のオフピ

ーク定期券導入後の状況に係る検

証結果及び対応状況について 

鉄道の旅客運賃の上限変更

の認可申請について（令和４

年１２月１５日答申） 

鉄道局 

 

Ⅶ 報告聴取 

 

月日 事案の内容 説明部局 

10 月 22 日 混雑空港の許可制度等について 航空局 

10 月 29 日 鉄道の収入原価算定要領の見直し等について 鉄道局 

12 月 10 日 京阪電気鉄道株式会社における運賃改定申請について 鉄道局 
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Ⅷ 委員の構成等 
（令和６年１２月３１日現在） 

○委員 

 

区                          分 氏 名 
会 長 堀 川 義 弘 
会 長 の 職 務 を 代 理 す る 常 勤 の 委 員 白 石 敏 男 
委 員（非 常 勤） 二  村  真 理 子 
委 員（非 常 勤） 三 浦 大 介 
委 員（非 常 勤） 大  石  美 奈 子 
委 員（非 常 勤） 吉  田  可 保 里 
（備考） 
１．委員の任命（新任） 白石 敏男 委員（令和６年７月６日付） 
２．運輸審議会会長代理の任期満了に伴い、令和６年７月９日に国土交通省設置法第１

７条第１項及び第３項の規定に基づき、会長の職務を代理する常勤の委員の互選を

行い、会長を代理する常勤の委員に白石敏男を選任 
 
 

＜新委員紹介＞ 

   白石
しらいし

 敏男
と し お

 
   
昭和６０． ４   日本国有鉄道入社 

昭和６２． ４   東日本旅客鉄道(株)入社 

令和 ３． ４   (株)ＪＲ東日本クロスステーション常務取締役リテールカンパニー長 
（令和６年６月退任） 

   ６． ７   運輸審議会委員（会長代理） 

 
 
  

- 69 -



 
 

○運輸安全確保部会に属する委員及び専門委員 

 

区                          分 氏 名 
部 会 長 白 石 敏 男 
部 会 長 の 職 務 を 代 理 す る 委 員 三 浦 大 介 
専 門 委 員 小 松 原  明  哲 
専 門 委 員 渡  辺  研  司 
専 門 委 員 稲  葉    緑 
専 門 委 員 井  料  美  帆 
専 門 委 員 佐 藤 泰 弘 
専 門 委 員 岩 貞 る み こ 

（備考） 

 部会長の任命（新任）  白石 敏男 委員（令和６年７月９日付） 

 部会長の職務を代理する委員の任命（再任） 三浦 大介 委員（    〃    ） 

  

 

 

○事案処理職員 

 

官                          職 氏 名 

総合政策局 次長（運輸審議会審理室長） 大 野  達 

総合政策局 運輸審議会審理室 評価官 波 々 伯 部 信 彦 

総合政策局 運輸審議会審理室 企画官 髙 崎 久 美 子 

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 藤 澤 正 幸 

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 岩 元 崇 宏 

総合政策局 運輸審議会審理室 課長補佐 板 垣 友 圭 梨 

総合政策局 運輸審議会審理室 専門官 内 田 和 恵 

総合政策局 運輸審議会審理室 専門官 増 田 孝 之 

総合政策局 運輸審議会審理室 係長 廣 井 才 人 

総合政策局 運輸審議会審理室 主査 水 田 未 来 

総合政策局 運輸審議会審理室 係員 近 田 一 紀 

総合政策局 運輸審議会審理室 係員 澁 谷 真 司 

総合政策局 運輸審議会審理室 係員 藤 間 祐 貴 
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